
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
警
報
装
置
等
）

（
警
報
装
置
等
）

第
十
七
条

事
業
者
は
、
次
の
場
合
に
は
、
関
係
者
が
確
実
に
認
識
で
き
る
方

第
十
七
条

事
業
者
は
、
次
の
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
関
係
者
に
周
知
さ
せ
る

法
に
よ
っ
て
、
そ
の
旨
を
関
係
者
に
周
知
さ
せ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
周
知
の
方

ら
な
い
。

法
は
、
そ
の
放
射
線
装
置
を
放
射
線
装
置
室
以
外
の
場
所
で
使
用
す
る
と
き

、
又
は
管
電
圧
百
五
十
キ
ロ
ボ
ル
ト
以
下
の
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
若
し
く
は
数

量
が
四
百
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル
未
満
の
放
射
性
物
質
を
装
備
し
て
い
る
機
器
を
使

用
す
る
と
き
を
除
き
、
自
動
警
報
装
置
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

前
項
の
周
知
の
方
法
は
、
次
の
装
置
又
は
機
器
を
放
射
線
装
置
室
で
使
用

（
新
設
）

す
る
場
合
は
、
自
動
警
報
装
置
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

工
業
用
等
の
特
定
エ
ッ
ク
ス
線
装
置

二

エ
ッ
ク
ス
線
又
は
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
の
研
究
又
は
教
育
の
た
め
使
用
の

都
度
組
み
立
て
る
工
業
用
等
の
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
で
あ
っ
て
波
高
値
に
よ

る
定
格
管
電
圧
が
百
五
十
キ
ロ
ボ
ル
ト
を
超
え
る
も
の

三

荷
電
粒
子
を
加
速
す
る
装
置

四

エ
ッ
ク
ス
線
管
若
し
く
は
ケ
ノ
ト
ロ
ン
の
ガ
ス
抜
き
又
は
エ
ッ
ク
ス
線

の
発
生
を
伴
う
こ
れ
ら
の
検
査
を
行
う
装
置

五

数
量
が
四
百
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル
以
上
の
放
射
性
物
質
を
装
備
し
て
い
る
機

器

３

事
業
者
は
、
放
射
線
装
置
室
又
は
放
射
線
装
置
室
に
設
置
さ
れ
た
工
業
用

（
新
設
）

等
の
特
定
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
そ
の
他
の
偶
発
的
な

被
ば
く
を
防
止
す
る
た
め
の
安
全
装
置
（
以
下
次
項
及
び
第
四
十
七
条
に
お

い
て
単
に
「
安
全
装
置
」
と
い
う
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

安
全
装
置
に
つ
い
て
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令

（
新
設
）

第
三
十
二
号
。
以
下
「
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号

に
基
づ
き
、
取
り
は
ず
し
又
は
そ
の
機
能
を
失
わ
せ
た
と
き
は
、
事
業
者
は

、
警
報
機
能
を
有
す
る
放
射
線
測
定
器
の
装
着
そ
の
他
の
安
全
装
置
の
設
置



に
代
わ
る
措
置
に
よ
り
偶
発
的
な
被
ば
く
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

５

事
業
者
は
、
放
射
線
装
置
室
に
設
置
さ
れ
た
医
療
用
の
特
定
エ
ッ
ク
ス
線

（
新
設
）

装
置
の
う
ち
、
医
師
、
歯
科
医
師
又
は
診
療
放
射
線
技
師
が
管
理
す
る
装
置

に
つ
い
て
は
、
当
該
放
射
線
装
置
室
が
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年

厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
三
十
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

事
業
者
は
、
放
射
線
装
置
室
に
設
置
さ
れ
た
医
療
用
の
特
定
エ
ッ
ク
ス
線

（
新
設
）

装
置
の
う
ち
、
獣
医
師
が
管
理
す
る
装
置
に
つ
い
て
は
、
獣
医
療
法
施
行
規

則
（
平
成
四
年
農
林
水
産
省
令
第
四
十
四
号
）
第
十
六
条
第
一
項
（
第
六
号

か
ら
第
八
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

（
略
）

２

（
略
）

（
エ
ッ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
の
職
務
）

（
エ
ッ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
四
十
七
条

事
業
者
は
、
エ
ッ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ

第
四
十
七
条

事
業
者
は
、
エ
ッ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

第
十
七
条
第
三
項
の
安
全
装
置
を
点
検
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

八

第
十
七
条
第
三
項
の
安
全
装
置
に
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
必

（
新
設
）

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

九

第
十
七
条
第
四
項
に
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す

（
新
設
）

る
こ
と
。

十
～
十
二

（
略
）

七
～
九

（
略
）

（
エ
ッ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
免
許
試
験
の
細
目
）

（
エ
ツ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
免
許
試
験
の
細
目
）

第
五
十
二
条

安
衛
則
第
七
十
一
条
及
び
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
エ

第
五
十
二
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号

ッ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
免
許
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生

。
以
下
「
安
衛
則
」
と
い
う
。
）
第
七
十
一
条
及
び
前
二
条
に
定
め
る
も
の

労
働
大
臣
が
定
め
る
。

の
ほ
か
、
エ
ツ
ク
ス
線
作
業
主
任
者
免
許
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事

項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。




